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 （生年月日が昭和３６年４月２日以降生まれ者） 

組 

合 

員 

の 

年 

金 

  
65 歳                           

 退職年金（年金払い退職給付） 

 

退職共済年金（経過的職域加算額） 

老 齢 厚 生 年 金 

（ 報 酬 比 例 部 分 ） 

 （経  過  的  加  算） 

加給年金額 

（P２０参照） 

→ 配偶者が 65 歳に 

なるまで支給 

老 齢 基 礎 年 金 

 

 

配
偶
者 

65 歳 

＊配偶者が国民年金以外に 

加入したことがない場合 

老齢基礎年金 

振 替 加 算 

 

※ 網掛部分は共済組合から、「老齢基礎年金・振替加算」は日本年金機構から支給される。 

※ 振替加算は、組合員が加給年金額(配偶者の分)を受給していた場合に支給される。 

ただし、配偶者の加入期間等が 20 年以上の老齢厚生年金、退職共済年金などの受給権

者でないこと。 

振替加算額＝224,７00 円（令和３年度）×配偶者の生年月日に応じた率 

配偶者の生年月日 率 配偶者の生年月日 率 

昭 19.4.2～昭 20.4.1 0.520 昭 28.4.2～昭 29.4.1 0.280 

昭 20.4.2～昭 21.4.1 0.493 昭 29.4.2～昭 30.4.1 0.253 

昭 21.4.2～昭 22.4.1 0.467 昭 30.4.2～昭 31.4.1 0.227 

昭 22.4.2～昭 23.4.1 0.440 昭 31.4.2～昭 32.4.1 0.200 

昭 23.4.2～昭 24.4.1 0.413 昭 32.4.2～昭 33.4.1 0.173 

昭 24.4.2～昭 25.4.1 0.387 昭 33.4.2～昭 34.4.1 0.147 

昭 25.4.2～昭 26.4.1 0.360 昭 34.4.2～昭 35.4.1 0.120 

昭 26.4.2～昭 27.4.1 0.333 昭 35.4.2～昭 36.4.1 0.093 

昭 27.4.2～昭 28.4.1 0.307 昭 36.4.2～昭 41.4.1 0.067 

  

６  老齢厚生年金の基本的構図 
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年金額は、平成 15 年 3 月 31 日までは組合員として在職した期間とその間の『平均

給料月額』を基礎として計算していましたが、平成 15 年 4 月 1 日から総報酬制が導入

され、平成 15 年 3 月 31 日までの『平均給料月額』と、平成 15 年 4 月１日以降から

平成 27 年 9 月 30 日までの組合員期間と給料及び期末手当等を含めたその間の『平均

給与月額』 と平成 27 年 10 月以降の被保険者期間と標準報酬月額と標準期末手当等を

含めた『平均標準報酬額』を基礎として計算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 生年月日に応じた給付乗率(昭和 21 年 4 月 2 日以降生まれ・経過措置の率) 

期     間 
老齢厚生 

年金部分 

経過的職域加算額 

20 年以上 20 年未満 

平成 15 年 3 月 31 日以前の期間 7.50/1000 1.50/1000 0.75/1000 

平成 15 年 4 月 1 日以降の期間 5.769/1000 1.154/1000 0.577/1000 

 

 

 

 

 

７  年金額の基本算式 

 

①平成 15 年 3 月 31 日までの組合員期間(Ａ)の平均給料月額 

× 生年月日に応じた給付乗率 × Ａの月数 

＋ 

②平成 15 年 4 月１日から平成 27 年 9 月 30 日までの組合員期間(Ｂ)の 

平均給与月額×生年月日に応じた給付乗率 × Ｂの月数 

＋
 老齢厚生年金（報酬比例部分）＝ 

①平成 15 年 3 月 31 日までの組合員期間(Ａ)の平均給料月額 

× 生年月日に応じた給付乗率 × Ａの月数 

＋ 

②平成 15 年 4 月１日から平成 27 年 9 月 30 日までの組合員期間(Ｂ)の 

平均給与月額×生年月日に応じた給付乗率 × Ｂの月数 

＋ 

③平成 27 年 10 月 1 日以降の被保険者期間 (Ｃ)の平均標準報酬額 

× 生年月日に応じた給付乗率 × Ｃの月数 

退職共済年金（経過的職域加算額）＝ 
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≪参 考≫ ね ん き ん 定 期 便 

「ねんきん定期便」は、国民年金および厚生年金保険の加入者に、年金加入記録を確認いただくとと

もに、年金制度に対する理解を深めていただくことを目的として、年金加入期間や老齢年金の見込額

などに関する情報をお送りするものです。 

 被用者年金制度の一元化に伴い、「ねんきん定期便」として、毎年１回、誕生月に組合員の方へお送

りしています。（年金待機者の方へは原則として日本年金機構または日本私立学校振興・共済事業団か

ら送られます。） 

 ※ 実施機関間の情報交換等の状況により、誕生月に発送できず、情報が整備された月以降に発送 

 する場合がありますのでご了承ください。 

 

●「ねんきん定期便」の表示内容 

（見本）節目年齢以外の方（はがき）５０歳以上の場合 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

「ねんきん定期便」については、公立学校共済組合本部へお問い合わせください。
 
〈Tel 03-5259-1122 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前 9 時から午後 5 時 30 分まで〉
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 (1) 受給要件 

    老齢厚生（退職共済）年金、障害厚生（障害共済）年金（障害等級が１級又は２級の

場合）の被保険者が受給権を取得した当時、被保険者期間が 20 年以上(※)あり、その

者に生計を維持されている次の要件を満たす者がある場合に、加給年金額が加算され

ます。 

 

年収が 850 万円未満又は所得金額が 655 万 5 千円未満であること 

（受給権を取得したときには 850 万円以上であっても、その後５年以内に 

定年退職により 850 万円未満になることが確実であるとき（定年条例等が必要）） 

配偶者 65 歳未満の配偶者 

子 

18 歳に達する日以後、最初の 3 月 31 日までの間にある子 

20 歳未満で障害等級の１級又は２級に該当する子 

≪障害等級については、実施機関(共済組合)が認定する。≫ 

    (※) ・2 以上の種別の被保険者期間がある場合は合算して加給年金額の加算要件とする。 

       ・障害厚生（共済）年金は除く。 

 

(2) 加給年金額【令和３年度】 

   ① 配偶者 224,700 円 

・配偶者に係る加給年金額の特例（＊障害厚生（障害共済）年金には適用しない。） 

年 金 受 給 者 の 生 年 月 日 特例加算額 加給年金額 

昭和 18 年 4 月 2 日以降 165,800 円 390,500 円 

② 子      224,700 円（３人目からは１人につき 74,900 円） 

         （＊障害を事由とする場合、子に係る加給年金額は障害基礎年金に加算される。） 

 

(3) 加給年金額の支給停止 

 加給年金額加算対象配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金、障害厚生年金などを受

けているときは、加給年金額の支給が停止されます。（老齢厚生年金、退職共済年金は、

加入期間が 20 年以上の場合原則支給停止となる。） 

 

(4) 加給年金額の消滅 

   ① 配偶者が 65 歳に達したとき 

② 子が 18 歳に達した日の属する年度末に達したとき 

  （その子が障害等級の１級または２級に該当するときは、20 歳に達したとき） 

③ 配偶者又は子が受給権者によって生計を維持されなくなったとき 

④ 配偶者又は子が死亡したとき 

⑤ 配偶者と離婚したとき  など 

（＊③～⑤に該当した場合は当共済組合本部へ速やかに連絡・手続きをすること。①②の場合は不要。） 

 

(5) 加給年金額対象者の調査（初回） 

老齢厚生年金請求時に、配偶者等に関する調査も同時に行われます。 

８  加給年金額 
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障害厚生（共済）年金とは、被保険者（組合員）である期間中に初診日がある傷病により、

一定の障害状態となったことが認められる場合に支給される年金です。 

障害厚生（共済）年金は、在職中でも申請することができます。 

※平成 27 年 10 月 1 日以降に受給権が発生するものは障害厚生年金となります。 

 

 (1) 受給要件 

   受給要件１または受給要件２のいずれかを満たしていることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

(※１) 初診日から 1 年 6 月を経過した日。ただし、初診日から 1 年 6 月を経過する前に、症状が固定

し治療の効果が期待できない状態に至ったとき、又は下記の状態に該当したときは当該状態に至っ

た日が障害認定日となる。 

 傷病の状態 障害認定日 

1 上肢または下肢の切断又は離断 切断又は離断した日 

2 人工骨頭又は人工関節の挿入あるいは置換 挿入あるいは置換した日 

３ 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器（ICD）又は人工弁の装着 装着した日 

4 人工透析療法の施行 透析開始から３か月を経過した日 

5 
人工肛門の造設あるいは尿路変更術の施行 

造設あるいは施行から６か月を経過し

た日 

新膀胱の造設 造設した日 

6 喉頭の全摘出 全摘出した日 

７ 在宅酸素療法の施行 在宅酸素療法を開始した日 

8 
脳血管疾患による機能障害 

（医学的に機能回復が望めない場合等） 
初診日から 6 か月を経過した日 

9 心臓の移植、人工心臓又は補助人工心臓の装着 移植又は装着した日 

10 
心臓再同期医療機器(CRT)又は除細動器機能付き 

心臓再同期医療機器(CRT-D)の装着 
装着した日 

11 
人工血管（ステントグラフトを含む）の挿入置換 

（胸部大動脈解離、胸部大動脈瘤によるもの） 
挿入置換した日 

12 遷延性植物状態 
状態に至った日から３か月を経過した

日以降 

(※２) 当該要件は障害厚生年金のみ 

  

９  障害厚生（共済）年金 

＜受給要件１＞ 障害認定日請求 （障害認定日時点で受給権発生） 

以下のすべてを満たしていること 

●初診日において被保険者（組合員）であること 

●障害認定日（※１）において障害等級の 1 級から 3 級のいずれかに該当する程度の障

害状態にあること 

●初診日が属する月の前々月までの公的年金の加入期間の 3 分の 2 以上の期間について

保険料納付又は免除されていること。又は、初診日の前日において 65 歳未満で、初診

日の前々月までの 1 年間に未納期間がないこと（※2） 
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加給年金額（P20 参照） 

 

 

 

 

 

 

(※3) 当該要件は障害厚生年金のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 年金額の基本算式 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜受給要件２＞ 事後重症請求 （請求のあった時点で受給権発生） 

以下のすべてを満たしていること 
●初診日において被保険者（組合員）であること 

●障害認定日において障害等級の 1 級から 3 級のいずれかに該当する程度の障害状態に

なかったこと 

●障害認定日後、65 歳に達する日の前日までに、その傷病により障害等級の 1 級から 3

級のいずれかに該当する程度の障害状態となり、かつ請求があったこと 

●初診日が属する月の前々月までの公的年金の加入期間の 3 分の 2 以上の期間について

保険料納付又は免除されていること。又は、初診日の前々月までの 1 年間に未納期間が

ないこと(※3) 

＋ 

 
①平成 15 年 3 月 31 日までの組合員期間(A)の平均給料月額 

× 1.425/1000 ×100/100(注 1) × A の月数(注 2) 

②平成 15 年 4 月１日から平成 27 年 9 月 30 日までの組合員期間(Ｂ)の

平均給与月額 × 1.096/1000 × 100/100(注 1) × Ｂの月数(注 2)  

＋
 

＋ 

＋ 

障害共済年金（経過的職域加算額）＝ 

障害厚生年金（報酬比例部分）＝ 

①平成 15 年 3 月 31 日までの組合員期間(Ａ)の平均給料月額 

× 7.125/1000 ×100/100(注 1) × A の月数(注 2) 

②平成 15 年 4 月１日から平成 27 年 9 月 30 日までの組合員期間(Ｂ)の 

平均給与月額× 5.481/1000 × 100/100(注 1) × Ｂの月数(注 2) 

③平成 27 年 10 月１日以降の被保険者期間(Ｃ)の平均標準報酬額 

× 5.481/1000 × 100/100(注 1) × C の月数(注 2) 

＋ 

▲
初
診
日 

▲
障
害
認
定
日 

▲
請
求 

障害認定日請求

１年６月経過 障害認定日から受給権発生 

組合員（被保険者）期間 

▲
初
診
日 

▲
障
害
認
定
日 

▲
請
求 

事後重症請求（64 歳までに限る） 

１年６月経過 請求時点から受給権発生 

組合員（被保険者）期間 

・請求日時点から最大５年間遡り支給 

・医師の診断書が２枚必要となる場合がある

（障害認定日時点及び請求時点） 

・請求時点から支給 

・医師の診断書は１枚必要 

（請求時点） 

＋
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(3) 手続き 

① 請求先 

     初診日において加入していた実施機関に対し請求します。 

     ※ワンストップサービス（P３６）対象外 

 

② 手続き書類 

申請には医師の診断書をはじめ、各種書類が必要です。必要となる書類は状況により

異なりますので、支部事務局年金グループ（P３８）までお問い合わせください。 

 

(4) その他 

・  平成 27 年 10 月以降は、障害厚生年金及び障害共済年金は、在職中でも一部又は全

部が支給されます。ただし、経過的職域加算額は組合員である間支給停止となります。 

・ 障害等級が 1 級又は 2 級のとき、保険料納入要件を満たしている場合、障害基礎年金

が併給されます。（P１４参照） 

・ 障害厚生年金又は障害共済年金を受給している者が傷病手当金を受給することとなっ

た場合、併給調整されます。 

 ・ 認定事例の多い傷病例としては以下のとおりです。（あくまで例であり、これ以外の傷

病でも一定の障害状態にあることが認められる場合は受給することができます） 

 

・股関節症・リウマチ（等による人工関節装着） 

・心不全（等によるペースメーカー、ICD、人工弁装着） 

・精神疾患（うつ病、統合失調症等） 

・腎不全（等による人工透析療法施行） 

・事故や脳血管疾患（等による高次機能障害、肢体麻痺、肢体欠損） 

・視覚・聴覚障害 

・直腸癌（等による人工肛門装着）、その他悪性新生物（癌） 

      

 

 

（注 1）2 級又は 3 級のとき。（1 級は 125/100） 

（注 2）組合員期間の月数（Ａ＋Ｂ）と被保険者期間 (Ｃ)が 300 月(25 年)未満のときは、300 月とみなして計算する。 

＜注意！＞ 

・障害認定日が属する月後の組合員期間は額の算定の基礎となる組合員期間としない。 

・経過的職域加算額は、初診日が平成 27 年 10 月 1 日以降の場合は支給されない。 
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 「遺族」とは 
被保険者または被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持していた者

・ 「生計を維持していた者」とは、将来にわたって 850 万円（所得が 655 万 
5 千円）以上の収入を得る見込みのない者。 

「遺族の順位」は 
第１：配偶者と子  第 2：父母  第 3：孫  第 4：祖父母  

・ 「子及び孫」とは、次のいずれかに該当し、婚姻していない者 
①18 歳に達する日の属する年度末までの間にある者 
②1 級又は 2 級の障害の状態にある 20 歳未満の者 

・ 「夫・父母・祖父母」とは、55 歳以上の者で、60 歳から支給開始(夫が遺族
基礎年金受給の場合は除く)。 

 
(1) 受給要件 

      厚生年金の被保険者又は被保険者であった者が、次の①から④までのいずれかの要件

に該当するときに、その遺族に支給されます。 

① 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき 

② 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から５年

以内に死亡したとき 

     ③ １級・２級の障害厚生(共済)年金を受け取っている者が、死亡したとき 

④ 老齢厚生年金の受給資格期間（保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象

期間を合算した期間）が 25 年以上ある者が死亡したとき 

※ ①・②については、国民年金の保険料納付要件(3 分の２又は直近 1 年納付)が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 年金額の基本算式 

  ① (1)受給要件の①、②又は③に該当するとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  遺族厚生年金 

（注）組合員期間の月数（Ａ＋Ｂ）と被保険者期間 (Ｃ)が 300 月(25 年)未満のときは、300 月とみなして計算する。 

 
①平成 15 年 3 月 31 日までの組合員期間(Ａ)の平均給料月額 

× 1.425/1000 × Ａの月数(注) ×3/4 

＋ 
②平成 15 年 4 月１日から平成 27 年 9 月 30 日までの組合員期間(Ｂ)の

平均給与月額×1.096/1000× Ｂの月数(注) ×3/4 

＋
 

＋ 

＋ 

遺族共済年金（経過的職域加算額）＝ 

遺族厚生年金（報酬比例部分）＝ 

①平成 15 年 3 月 31 日までの組合員期間(Ａ)の平均給料月額 

× 7.125/1000 × Ａの月数(注) ×3/4 

②平成 15 年 4 月１日から平成 27 年 9 月 30 日までの組合員期間(Ｂ) 

の平均給与月額× 5.481/1000 × Ｂの月数(注) ×3/4 

③平成 27 年 10 月１日以降の被保険者期間(Ｃ)の平均標準報酬額 

× 5.481/1000 × Ｃの月数(注) ×3/4 
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② (1)受給要件の④に該当するとき 

経過的職域加算額 ＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 受給権者が 18 歳未満の子のいない妻の場合の加算額【令和 3 年度】 

ア 40 歳以上 65 歳未満の妻の場合（中高齢寡婦加算） 

65 歳に達するまで、上記の基本算式①又は②により算定した額に 585,700 円を加

算する。（受給要件④に該当する場合は、算定の基礎となる被保険者期間が 20 年以上であ

る者に限る。） 

イ 65 歳以上の妻の場合（経過的中高齢寡婦加算） 

  中高齢寡婦加算の額は、受給権者である妻が 65 歳に達すると加算されなくなります

が、昭和 31 年４月１日以前生まれの受給権者である妻が、65 歳に達した時、次の算

式により経過的中高齢寡婦加算の額が加算されることとされています。 

中高齢寡婦加算の額 －〔老齢基礎年金の定額 × 妻の生年月日に応じた乗率〕 

（585,700 円）     （780,900 円）     （＊表参照） 

 

＊経過的中高齢寡婦加算の額を算定するための「妻の生年月日に応じた乗率」 

生 年 月 日 乗 率 生 年 月 日 乗 率 生 年 月 日 乗 率 

昭 19.4.2～20.4.1 216/480 昭 23.4.2～24.4.1 264/480 昭 27.4.2～28.4.1 312/480

昭 20.4.2～21.4.1 228/480 昭 24.4.2～25.4.1 276/480 昭 28.4.2～29.4.1 324/480

昭 21.4.2～22.4.1 240/480 昭 25.4.2～26.4.1 288/480 昭 29.4.2～30.4.1 336/480

昭 22.4.2～23.4.1 252/480 昭 26.4.2～27.4.1 300/480 昭 30.4.2～31.4.1 348/480

 

(3) その他 

① 遺族が子のある配偶者又は子の場合は、遺族基礎年金が併給される。（P14 参照） 
② 30 歳未満の子のない妻は、5 年間のみの支給となる。 

   ③ 配偶者などの先順位者が失権した場合、次順位者への支給はない。 

 

 
①平成 15 年 3 月 31 日までの組合員期間(Ａ)の平均給料月額 

× 死亡した者の生年月日に応じた給付乗率 × Ａの月数 ×3/4 

＋ 
②平成 15 年 4 月１日から平成 27 年 9 月 30 日までの組合員期間(Ｂ)の

平均給与月額× 死亡した者の生年月日に応じた給付乗率 × Ｂの月数×3/4 

＋
 

＋ 

＋ 

遺族共済年金（経過的職域加算額）＝ 

遺族厚生年金（報酬比例部分）＝

①平成 15 年 3 月 31 日までの組合員期間(Ａ)の平均給料月額 

× 死亡した者の生年月日に応じた給付乗率 × Ａの月数 ×3/4 

②平成 15 年 4 月１日から平成 27 年 9 月 30 日までの組合員期間(Ｂ)の

平均給与月額× 死亡した者の生年月日に応じた給付乗率 × Ｂの月数×3/4 

③平成 27 年 10 月１日以降の被保険者期間(Ｃ)の平均標準報酬額 

×死亡した者の生年月日に応じた給付乗率 × Ｃの月数 ×3/4 
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 共済年金の 3 階部分(職域相当部分)を廃止し創設された年金給付 
 
平成 27 年 10 月以降、共済年金は厚生年金に統一されたことから、厚生年金にない

公務員独自の給付である 3 階部分の「職域年金相当部分」は廃止され、新たな 3 階部
分として『退職等年金給付(年金払い退職給付)』が創設されました。 

平成 27 年 9 月までの組合員期間については、経過措置としてこれまでの「職域年
金相当部分」を支給し、平成 27 年 10 月以降の期間については「退職等年金給付」が
支給されます。 

「職域年金相当部分」の経過措置⇒「経過的職域加算額」 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1)  『退職等年金給付』(年金払い退職給付)の種類 

 

 

・  １年以上引き続く組合員期間を有する者が退職後、65 歳に達したとき（組合員で

ある場合を除く）。又は、65 歳に達した日以後に退職したときに支給。 

・ 支給開始は原則 65 歳から。60 歳からの繰上げ（減額措置あり）、66 歳以降への

繰下げ受給も可能。 

・ 一元化前の「職域年金相当部分」の支給方法（すべて終身年金）とは異なり、半分 

は有期退職年金、半分は終身退職年金として支給。 

・   有期退職年金は、20 年間の 

支給を基本としているが、 

10 年間又は一時金とし 

て一括受給も可能。 

 

・ 年金受給者本人が死亡した場合、有期退職年金の残余年数があるときは、その遺族 

に一時金で支給。終身退職年金については、死亡の時点で受給権が消滅。 

・ 服務規律維持の観点から、現役時から退職後までを通じた信用失墜行為等に対する 

支給制限措置を導入。 

 

 

・ 公務による傷病により障害の状態になった者に、障害の状態である間支給。 

・ 支給水準は従来と同様。 

 

 

・ 公務による傷病により亡くなられた場合で、遺族の方がいるときに支給。 

・ 支給水準は従来と同様。 

11  退職等年金給付(年金払い退職給付) 

平成27年9月までに退職した人 平成27年10月以後も勤務している人 平成27年10月以後に新規採用された人

経過的職域加算額

（経過措置）

年金払い退職給付

厚生年金相当部分 厚生年金 厚生年金

国民年金（老齢基礎年金） 国民年金（老齢基礎年金） 国民年金（老齢基礎年金）

職域年金相当部分 年金払い退職給付

※②③通勤災害による場合は、対象になりません。 

① 退職年金 

② 公務障害年金 

③ 公務遺族年金 

 

– 26 –



- 27 - 

  (2)  保険料の積立と給付のしくみ 

年金払い退職給付は、将来の年金給付に必要な原資をあらかじめ保険料(掛金)で積み立て 

る「積立方式」による給付です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参 考≫ 年金払い退職給付の給付算定基礎額残高通知書 

退職等年金給付（年金払い退職給付）制度の創設に伴い、「年金払い退職給付の給付算定基礎額残

高通知書」が毎年７月頃本部から送られています。 令和３年度は、組合員及び平成 27 年 10 月

以降の組合員期間がある年金待機者（令和２年度に退職した方及び節目年齢（35 歳、45 歳、59

歳、63 歳）になられた方）を対象に「年金払い退職給付の給付算定基礎額残高通知書」が圧着ハ

ガキで送付されています。年金払い退職給付は、個人毎に給与や賞与から控除される掛金と事業

主負担金を利子とともに毎月積み立てています。その積立状況がこの通知書で確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

付 与 額 

毎月の給与や賞与から控除される掛金と事業主負担金

の合計額です。 

現在の保険料率 1.5％＝組合員掛金率 0.75％+事業主

負担金率 0.75％ 

給付算定基礎額等合計 

この残高が、将来受給する年金の原資となります。 

●●● 実際に給付額を計算してみましょう！ ●●● 

給付算定基礎額 400,000 円の方が、有期退職年金 20 年を

選択した場合（受給開始年齢 65 歳） 

 

① 給付算定基礎額×1/2(注 1)÷有期年金現価率(注 2) (注 3)  

＝有期退職年金 

400,000 円×1/2÷20.000000＝10,000 円(100 円未満四捨五入) 

② 給付算定基礎額×1/2(注 1)÷終身年金現価率 (注 3)  

＝終身退職年金 

400,000 円×1/2÷23.033747＝8,700 円(100 円未満四捨五入)  

⇒ 年金額 ①＋②＝ 18,700 円（年額） 
(注 1) 組合員期間が 10 年未満の場合は、1/4 になります。 
(注 2) 20 年の場合＝20.000000、10 年の場合＝10.000000 
(注 3) 毎年 10 月に改定されます。 
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